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退職後の医療保険

医療保険制度には、主に会社員などが事業所単位で加入する
「健康保険」、自営業者などが世帯単位で加入する「国民健康
保険」、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」が
あります。日本国内に住所のある方は、いずれかの医療保険制度
に加入することが義務付けられています。



（年収が60歳未満は130万円未満、
60歳以上は180万円未満の場合）

（年金請求書の受付控えまたは
年金証書到着３ヶ月以内に申請）
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